
幌延深地層研究所の放流水等に関する確認書 

 

北るもい漁業協同組合と独立行政法人日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター

は、平成１８年１月２７日付けをもって締結した「幌延深地層研究所の放流水に関する協定書」

（以下「協定」という。）について、次のとおり確認する。 

 

１． 協定第３条に定める「放流先」の位置は、図―１に示すとおりとする。 

２． 協定第４条第１項第５号にある全アンモニアについては、当面の間目標値とし、水質等

調査結果を踏まえて別途協議する。 

３． 協定第５条の「掘削土（ズリ）置場」の位置は、図―２に示すとおりとする。 

４． 協定第６条第 2項の「調査測定の時期、場所、内容」については、次のとおりとする。 

   （１）水質調査 

      水質調査の分析項目及び測定頻度は、表―１及び表－２に示すとおりとする。 

   （２）放流口、周辺水域及び掘削土（ズリ）の浸出水の水質調査場所（全アンモニアを除く） 

   水質調査場所は、放流口、及び上下流１ｋｍ区間とし、その位置は図－１に示すとお

りとする。なお、採水及び水質分析は各地点の表層及び底層を実施するとともに、当

面の間、躍層(中間層)についても実施する。ただし、放流口での採水が難しい場合

は、施設からの排水槽とする。 

（３）全アンモニアの水質等調査場所 

   水質等調査場所については、図－１の KP18.0 右岸地点とする。 

５． 研究管理棟等からの浄化槽排水については、協定第３条（放流先）、第４条（水質及び

排水量）を、別添のとおり読み替えて準用する。 

 

 

平成１８年１２月１１日 
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                        代表理事組合長     今     隆 

 

 乙  北海道天塩郡幌延町北進４３２番２ 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

                       幌延深地層研究センター 

                   所     長    武 田  精 悦 

 

 

 

 







表－１　協定等に基づく水質分析項目[１]一覧表

分　　析　　項　　目 単　位 測　定　頻　度
 ｐ Ｈ －

毎     月

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） mg/l
Ｓ Ｓ （浮 遊 物 質 量） mg/l
全 窒 素 mg/l
全アンモニア mg/l
全 リ ン mg/l
油    分 （ 鉱 油 ） mg/l
ホ ウ 素 mg/l
透 視 度 cm
大 腸 菌 群 数 個/ml
全    鉄 mg/l
全 亜 鉛 mg/l

表－２　水質汚濁防止法、水道法に基づく水質分析項目［２］一覧表

分　　析　　項　　目 単　位 測　定　頻　度
カ ド ミ ウ ム mg/l

　　 　 年 　４ 　回

  (原則として
    ５月、８月、11月、２月)

全 シ ア ン mg/l
鉛 mg/l
六 価 ク ロ ム mg/l
砒    素 mg/l
総 水 銀 mg/l
ア ル キ ル 水 銀 mg/l
Ｐ Ｃ Ｂ mg/l
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/l
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/l
ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/l
四 塩 化 炭 素 mg/l
１，２－ジ ク ロ ロ エ タ ン mg/l
１，１－ジ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/l
シス－１，２－ジ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/l
１，１，１－ト リ ク ロ ロ エ タ ン mg/l
１，１，２－ト リ ク ロ ロ エ タ ン mg/l
１，３  －  ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン mg/l
チ ウ ラ ム mg/l
シ マ ジ ン mg/l
チオベンカルブ mg/l
ベ ン ゼ ン mg/l
セ  レ  ン mg/l
ふ  っ  素 mg/l
マ グ ネ シ ウ ム mg/l
マ ン ガ ン mg/l
ア ル ミ ニ ウ ム mg/l
ナ ト リ ウ ム mg/l
カ ル シ ウ ム mg/l
塩 化 物 イ オ ン mg/l
全 有 機 体 炭 素 mg/l



別 添 

 

研究管理棟等からの浄化槽排水について 

 
研究管理棟等浄化槽からの「し尿及び雑排水」について、浄化槽の保守点検時（1 回/月）

における水質検査項目は、北るもい漁協組合との「幌延深地層研究所からの放流水に関する

協定書」第 3条（放流先）及び第 4条（水質項目）を以下のとおり読み替えて準用する。 

 

（１） 放流先 

      天塩郡幌延町北進４３２番２（天塩川水系清水沢川支流） 

 

（２） 排水量 

      最大 ３２㎥/日（設備容量） 

 

（３） 浄化槽排水時の水質調査項目 

調 査 項 目 基 準 値 単位
排 水 基 準 値 

（水質汚濁防止法） 
単位

ｐ H 5.8～8.6 － 5.8～8.6 － 

Ｂ Ｏ Ｄ 

（生物化学的酸素要求量）
20 mg/l

160 

（日平均 120） 
mg/l

Ｓ Ｓ 

（ 浮 遊 物 質 量 ）
20 mg/l

200 

（日平均 150） 
mg/l

全  窒  素 60 mg/l
120 

（日平均  60） 
mg/l

全  リ  ン 8 mg/l
 16 

（日平均   8） 
mg/l

透 視 度 30 ㎝   

大 腸 菌 群 数 3000 
個

/ml 
  

 
（４）その他 
① 浄化槽における全窒素及び全リンの基準値については、目標値とすることとし、水質

結果については、定期的に報告することとする。なお、基準値を超えた場合は、速やか

に報告するとともに協議するものとする。  

② 排水量の最大値については、その設備容量に変更ある場合には速やかに報告すると

ともに協議するものとする。  
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